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保育所 

幼保連携型認定こども園 

地域型保育事業所 

認可外保育施設  代表者  様 

川口市子ども部子ども総務課長  

令和５年度保育所等における新型コロナウイルス感染症対策にかかる支援について 

平素より、本市の児童福祉行政にご理解、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、令和５年度においても新型コロナウイルス感染症対策に係る支援を行うことを予定してお

ります。 

 なお、国の事業実施要綱の改正予定に伴い、令和５年度は「新型コロナウイルス感染症に係る事

業継続支援事業」として、新型コロナウイルスの感染者や感染者と接触があった者（感染者と同居

している場合に限る。）が発生した場合に、職員が感染症対策の徹底を図りながら、保育を継続的

に実施していくために必要な経費の補助を行う予定です。今年度までの事業内容と大きく異なりま

すので、ご留意ください。 

現時点での事業内容につきましては、別紙をご参照ください。 

今後、国・県から発出される補助金交付要綱等の内容により、事業内容を変更する場合がありま

すので、その場合は改めてお知らせいたします。 

問い合わせ先 

（公設民営保育所、地域型保育事業所） 

保育運営課庶務係 048-258-4096 

（民設民営保育所、幼保連携型認定こども園） 

保育幼稚園課給付係 048-271-9336 

（認可外保育施設） 

 子ども総務課政策係 048-252-0270 



別紙 

１ 対象施設 

  保育所、幼保連携型認定こども園、地域型保育事業所、認可外保育施設（※１）、地域

子育て支援拠点事業（※２）、一時預かり事業（一般型）（※２） 

※１ 保育に従事する者を複数雇用している認可外の居宅訪問型保育事業を含む 

※２ 保育所、幼保連携型認定こども園に併設されている場合に限る 

２ 補助基準額 

 （１）保育所、幼保連携型認定こども園、地域型保育事業所、認可外保育施設 

     １施設あたり 

ア 定員１９人以下       ３０万円 

イ 定員２０人以上５９人以下  ４０万円 

ウ 定員６０人以上       ５０万円 

エ 認可外の居宅訪問型保育事業 ３０万円 

 （２）地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業 

     １か所あたり           ３０万円 

※ただし、市の予算の範囲内で補助を行います。 

３ 補助対象経費 

新型コロナウイルスの感染者や感染者と接触があった者（感染者と同居している場合

に限る。以下同じ。）が発生した場合に、職員が感染症対策の徹底を図りながら、保育を

継続的に実施していくために必要な経費 

  【具体的な内容】 

   ①緊急時の職員確保に係る費用 

    職員の感染等による人員不足に伴う職員の確保等の費用 

    ※緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当等 

   ②職場環境の復旧・環境整備に係る費用 

    保育所等の消毒清掃費用等 

本補助金は新型コロナウイルスの感染者や感染者と接触があった者が発生 

した場合に活用できる補助金であり、あらかじめ購入した衛生用品に係る経 

費は補助対象外となります。そのため、感染者や感染者と接触があった者が 

発生した際の記録（※）を保管しておいてください。 

※記録事項

「感染者等の区分（職員又は子ども）」、「施設にて報告を受けた日」、 

「検査（受診）日及び検査方法」、「陽性判明日又は陽性者登録を行った日」 

（医療機関の証明書（診断書等）は必要ありません。） 



４ 留意事項 

・令和５年度分の補助残額は令和６年度に繰り越されません。 

・令和５年４月１日以降に行う施設の消毒清掃費用などが対象となります。 

・感染拡大防止を徹底するため、「保護者との連絡等におけるＩＣＴの活用」、「保育等

の提供に係る遊具等の消毒や、子どもが密集する状況をつくらない等の工夫を図る

ために必要な保育補助者等の雇い上げ」、などの取組に努めてください。 

・交付申請の受付開始日及び必要書類等の詳細につきましては、別途ご連絡いたしま

す。交付申請時に支払いを証明する書類（領収書、通帳の該当ページ、クレジット

カードや振込の明細など）の写しの提出を求めますので、保管をお願いします。 

※施設又は運営事業者名の記載がない領収書等につきましては、申請書類として受

理することができませんので、ご注意ください。 

・その他、別添１をご確認ください。 

・この補助金の内容について質問がある場合は、以下の問い合わせフォームでご質問

ください。 

（新型コロナウイルス感染症対策費 

補助金問い合わせフォーム） 

https://logoform.jp/form/zRQD/247821

    ※お電話での質問は受けることができませんので 

あらかじめご了承ください。 



別添１ 

こども家庭庁「新型コロナウイルス感染症に係る保育所等事業継続支援事業に関するＦＡＱ（令

和５年６月６日更新版）」（抜粋・一部改編） 

番号 質問 回答 

１ 「感染者」については、PCR 検査の陽性者

又は抗原検査の陽性者を指すのか。また、

自費検査の陽性者も含まれるか。 

事業所の利用者または職員で、PCR 検査の

ほか抗原検査（いずれも自費検査含む。）

により陽性となった方を指します。 

２ 感染者と接触があった者（感染者と同居し

ている場合に限る。）とあるが、ここでい

う「同居」とは、住民票上の世帯又は住所

が同一である場合を指すのか、それとも実

態としての同居を指すのか。また、同居の

期間や同居者の要件はあるか。 

期間等の要件は定めていませんが、同居と

は実態で判断してください。単に住民票は

同じであっても、別居していて全く接触機

会がない場合などは含まれません。 

３ 非常勤職員、委託業者職員や派遣会社職員

が感染した場合や感染者と接触があった

者（感染者と同居している場合に限る。）

になった場合は補助金を活用することが

できるか。 

常勤や非常勤を問わず、また施設内で勤務

する委託業者職員や派遣会社職員を含め

て差し支えありません(ボランティアは除

く)。 

４ 本事業の補助範囲をどう考えればよいか。 施設で新型コロナウイルスの感染者や感

染者と接触があった者（感染者と同居して

いる場合に限る。）が発生した場合に職員

が感染症対策の徹底を図りながら事業を

継続的に実施していくために必要な費用

が補助の対象となります。具体的には、職

員の感染等による人員不足に伴う職員の

緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当等

のほか、保育所等の消毒・清掃費用等を想

定しています。 



５ 代替保育士の確保や感染者と接触があっ

た者（感染者と同居している場合に限る。）

となった保育士のために行う自費検査等

の費用について、補助金の活用は可能か。

感染者や感染者と接触があった者（感染者

と同居している場合に限る。）が発生した

場合に、保育所等において事業を継続的に

実施するために必要な経費として、以下の

利用目的に係る費用なども対象にしてい

ますので、必要に応じて御活用ください。

‧ 保育所等において代替職員の確保に必

要な経費 

‧ 行政検査の対象とならず、やむを得ず保

育所等の負担で職員が PCR 検査等の検査

を受けた際に要した経費 

６ 感染者の発生への対応が行われる以前に

要した経費(例えば、あらかじめ購入した

衛生用品にかかる経費)は対象とならない

と考えてよいか。 

お見込みのとおりです。 

７ １つの施設で複数回感染者等が発生した

場合、当該施設の基準額内であれば補助金

を活用することは可能か。 

お見込みのとおりです。 


